
  資料４ 

令和元年度 相談支援体制整備に係る市町村会議 結果概要 

 

 

１ 目 的 

障害のある人の相談支援に係る課題等について、県及び市町村間で意見交換・

情報共有することにより、地域における相談支援体制の充実を図る。 

※障害のある人の地域における相談支援の中核的な役割を担う「基幹相談支援セン

ター」及び障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、地域生活を支

える「地域生活支援拠点等」について、先進取組事例の紹介や情報共有を図るこ

とにより、未整備の市町村を支援するとともに、県下における相談支援体制の充

実を図る。 

   〔参考〕県下における整備状況（平成31年4月１日現在） 

       基幹相談支援センター：２０市町村 

       地域生活支援拠点：４市１圏域（８か所） 

 

２ 内 容 

（１）相談支援に係る報酬制度及び相談支援従事者研修の見直しについて 

   千葉県健康福祉部障害福祉事業課 

（２）基幹相談支援センター取り組み事例の紹介 

松戸市福祉長寿部障害福祉課・基幹相談支援センターＣｏＣｏ 

（３）行政説明 地域生活支援拠点等について 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

３ 開催日時 

令和元年１１月５日（火） 午後１時から４時まで 

 

４ 場 所 

千葉県文書館６階多目的ホール 

 

５ 対象者 

市町村相談支援担当者及び相談支援事業者等 ６６名 


